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平成２８年熊本地震による被災者に係る利用料等の

介護サービス事業所等における取扱い等について

　

今般の平成２８年熊本地震による災害に関しまして、厚生労働省より各都道府県介護保険主

管部局宛に、介護サ ビス事業所においては、 介護サービスに係る利用料の支払いが困難な

者 （下記の対象者） については、 当面、 平成２８年７月末までの介護サービス分に係る利用料

の支払いを受け取る必要がなく、利用料を含めて１０割を審査支払い機関に請求する旨の事務

連絡が発出され、本会宛てにも周知協力依頼がありました。

　

なお、 介護保険施設等における食費・居住費については、 自己負担分の支払いを受ける必

要があります。

　

また、 請求の具体的な手続きについては、 追って連絡する予定であるとのことです。

併せて、介護サ ビス事業所向けに、平成２８年熊本地震による被災者に係る利用料等の取

扱いをまとめたリーフレットが厚生労働省より発出されましたのでご連絡申し上げます。

つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、傘下の郡市区医師会及び

会員へご周知賜りたく、 よろしくお願い申し上げます。

記

対象者：

　

下記 （１） 及び （２） のいずれにも該当する者

（１） 熊本県内全市町村の介護保険の被保険者

（２） 平成２８年熊本地震により、 次のいずれかの申し立てをした者。

　

①住家の全半壊、 全半焼又はこれに準ずる被災をした旨

　

②主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨

　

③主たる生計維持者の行方が不明である旨

　

④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨

　

⑤主たる生計維持者が失職 し、 現在収入がない旨

　　　　　　　　　　　

以上



（添付資料）

平成２８年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて

　

（平２８．４．２２

　

事務連絡

　

厚生労働省老健局介護保険計画課）

平成２８年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて

（リトフレツト）
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事務連絡

　

厚生労働省老健局介護保険計画課）
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平成２８年４月 ２ ２ 日

公益社団法人

　

日本医師会 御中

厚生労働省老健局介護保険計画課

平成２８年熊本地震による被災者に係る利用料等の
介護サービス事業所等における取扱いについて

標記について、 平成 ２８ 年熊本地震への対応に関して、 別添のとおり各都道府県主管

部 （局） 宛に事務連絡を発出いたしましたので、 同内容について、 貴会会員への周知を

お願い申し上げます。
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各 都道府県介護保険担当主管部 （局） 御中

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
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平成２８年熊本地震による被災者に係る利用料等の

介護サービス事業所等における取扱いについて

　

平成２８年熊本地震による災害発生に関し、 介護サービスに係る利用料の支払

いが困難な者の取扱いについて、 下記のとおりとしますので、 管内市町村、 介

護サ←ビス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。

記

　

１に掲げる者については、 指定居宅サービス等の事業の人員、 設備及び運営

に関する基準 （平成１１年厚生省令第３７号） 第２０条第１項、 第４８条第１項、

第６６条第１項、 第７８条第１項、 第８７条第１項、 第９６条第１項、 第１２７条第

１項、 第１４０条の６第１項、 第１４５条第１項、 第１５５条の５第１項、 第１８２条

第１項、 第１９７条第１項及び第２１２条第１項、 指定介護予防サービス等の事業

の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号）第５０条第

１項、 第６９条第１項、 第８１条第１項、 第９０条第１項、 第１１８条の２第１項、

第１３５条第１項、 第１５５条第１項、 第１９０条第１項、 第２０６条第１項、 第２３８

条第１項、 第２６９条第１項並びに第２８６条第１項、 指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）第

３条の１９第１項、 第２４条第１項、 第７１条第１項、 第９６条第１項、 第１１７条

第１項、 第１３６条第１項及び第１６１条第１項、 指定地域密着型介護予防サービ



スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

３６号） 第２２条第１項、第５２条第１項並びに第７６条第１項、指定介護老人福祉

施設の人員、 設備及び運営に関する基準 （平成１１年厚生省令第３９号）第９条

第１項及び第４１条第１項、 介護老人保健施設の人員、 施設及び設備並びに運営

に関する基準（平成１１年厚生省令第４０号）第１１条第１項及び第４２条第１項、
健康保険法等の一部を改正する法律 （平成１８年法律第８３号） 附則第１３０条の

２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療

施設の人員、 設備及び運営に関する基準 （平成１１年厚生省令第４１号） 第１２条

第１項及び第４２条第１項並びに介護保険法施行規則 （平成１１年厚生省令第３６

号） 第１４０条の６３の６の規定に基づき市町村が定める基準の規定により利用料

の支払いを受けることを、 ２に掲げる期間猶予することができるものとする。

　

また、 介護保険法 （平成９年法律第１２３号） 第１１５条の４５第５項及び第１１５

条の４７第８項に規定する利用料については、その具体的事項を市町村において

要綱等により定めることとしているが、 これらについても、 市町村において要

綱等を改正することで、 １に掲げる者について２に掲げる期間猶予することが

できるものとする。

　

なお、 介護保険施設等における食費・居住費については、 自己負担分の支払

いを受ける必要がある。

１

　

対象者の要件

（１） 及び （２） のいずれにも該当する者であること。
（１）

　

平成２８年熊本地震に係る災害救助法 （昭和２２年法律第１１８号） の適

　　

用市町村のうち、別紙に掲げる市町村の介護保険法（平成９年第１２３号）

　　

第９条の被保険者であること。

（２）

　

平成２８年熊本地震により、 次のいずれかの申し立てをした者であるこ

　　

と。

　　　

①

　

住家の全半壊、 全半焼又はこれに準ずる被災をした旨

　　　

②

　

主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨

　　　

③

　

主たる生計維持者の行方が不明である旨

　　　

④

　

主たる生計維持者が業務を廃止し、 又は休止した旨

　　　

⑤

　

主たる生計維持者が失職し、 現在収入がない旨

２ 取扱いの期間

　

当面、 平成２８年７月末までの介護サービス分



３

　

介護サービス事業所等における確認及び介護報酬の請求等について

（１）

　

上記 １（２）の申し立てを行った者については、被保険者証等により、

　　

保険者が１ （１） の市町村であることを確認するとともに、 当該者の１

　　　

（２） の申し立ての内容を利用者に関する書類に簡潔に記録しておくこ

　　

と。

　　　

ただし、 被保険者証等が提示できない場合には、 氏名、 住所、 生年月

　　

日等を利用者に関する書類に記載しておくこと。
（２）

　

本事務連絡に基づき猶与した場合は、 利用料を含めて１０割を審査支払

　　

機関等へ請求すること。

　　　

また、 請求の具体的な手続きについては、 追って連絡する予定である

　　

こ と。



別紙

　　　　　　　　　　　

実 施 市 町 村

熊本県内の全市町村
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日本医師会
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厚生労働省老健局介護保険計画課

　　

平成 ２８年熊本地震による被災者に係る利用料等の

介護サービス事業所等における取扱いについて （リーフレット）

　

標記について、 平成２８年熊本地震への対応に関して、 別添のとおり各都道

府県主管部 （局） 宛に事務連絡を発出いたしましたので、 同内容について、 貴

会会員への周知をお願い申し上げます。

　

貴会におかれては、 同内容について、 貴会会員に確実に周知いただきますよ

う、 お願い申し上げます。
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平成２８年熊本地震による被災者に係る利用料等の

介護サービス事業所等における取扱いについて （リーフレット）

平成２８年熊本地震による災害発生に関し、 介護サービスに係る利用料の支払

いが困難な者の取扱いについて、 「平成２８年熊本地震による被災者に係る利用

料等の介護サービス事業所等における取扱いについて （平成２８年４月２２日付け

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡）」 により、介護サー

ビスに係る利用料の支払いが困難な者の取扱いが示されたところですが、 今般、

別添のとおり、 介護サービス事業所等で掲載いただくためのリーフレットを作

成しま した。

　

管内市町村や介護サービス事業所等に広く周知いただくとともに、 必要に応

じて介護サービス事業所に直接配布する等の方法により、 本リーフレットをご

活用いただきますようよろしくお願いします。



被災された方々が介護サービスを利用され

　

る際には下記の点にご留意ください。

ｔＩ．被保険者証等の提示がなくても介護サービスをＪ

　

提供できます

被災により、利用者さんが被保険者証・負担割合証を紛失又は自宅等

に残したまま避難し、提示できない場合でも、
利用者さんの

・氏名

・生年月日

・住所

・負担割合（１割又は２割）

を確認し、介護サービスとして取り扱いますＱ

２． 以下の方々については． 平成２８年７月末まで

　

の介護サービスに係る窓□での利用料の支払いを

　

受け取る必要はありません

　

以下の（１）（２）の両方に該当する利用者さんからは、窓口で利用料を

受け取る必要はありません。

　　　　

′

　

１

※

　

施設に入所されている方の食費・居住費については、従来どおり支払いを受けてください。

（１）熊本県全域の市町村の介護保険に加入されている方

（２）以下のいずれかに該当する旨を申し出た方

　

①

　

住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨

　

②

　

主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨

　

③

　

主たる生計維持者の行方が不明である旨

　

④

　

主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨

　

⑤

　

主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
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介護サービス事業所は、利用料の額も含めヵ全額を請求してください。


